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医師の働き方改革について
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資料６



月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置（いわゆるﾄﾞｸﾀｰｽﾄｯﾌﾟ）

Ｂ
：
地
域
医
療
確
保
暫
定

特
例
水
準(

医
療
機
関
を
特
定)

将来に向けて
縮減方向

2024年４月～

年960時間／
月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

年1,860時間／
月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

（原則）
１か月45時間
１年360時間
※この（原則）については医師も同様。

（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間
（休日労働含む）
・月100時間未満
（休日労働含む）
年間６か月まで

Ａ：診療従事勤務
医に2024年度以降
適用される水準

※実際に定める３６協定
の上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。

連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル９時間
の確保・
代償休息
のセット
（義務）

連続勤務時間
制限28時間・
勤務間イン
ターバル９時
間の確保・代
償休息のセッ
ト（義務）

※初期研修医に
ついては連続勤
務時間制限を強
化して徹底（代
償休息不要）

Ａ

将来
（暫定特例水準の解消
（＝2035年度末）後）

一般則

※実際に定める３
６協定の上限時間
数が一般則を超え
ない場合を除く。

連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル９時間
の確保・
代償休息
のセット
（義務）

連続勤務時間制限28時
間・勤務間インターバ
ル９時間の確保・代償
休息のセット（努力義
務）

連続勤務時間制
限28時間・勤務
間インターバル
９時間の確保・
代償休息のセッ
ト（努力義務）

【
追
加
的
健
康
確
保
措
置
】

【
時
間
外
労
働
の
上
限
】

年1,860時間／月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向

集
中
的
技
能
向
上
水
準

(

医
療
機
関
を
特
定)

Ｃ-１ Ｃ-２
Ｃ－１：初期・後期研修医が、研修

プログラムに沿って基礎的な技能や

能力を修得する際に適用

※本人がプログラムを選択

Ｃ－２：医籍登録後の臨床従事６年

目以降の者が、高度技能の育成が公

益上必要な分野について、特定の医

療機関で診療に従事する際に適用

※本人の発意により計画を作成し、

医療機関が審査組織に承認申請

Ｃ-１ Ｃ-２

年960時間／
月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的取組を講ずる。

医師の時間外労働規制について医師の時間外労働規制について
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厚生労働省資料を加筆

医療審議会の意見聴取を経て県指（Ｐ）
地域医療対策協議会等の意見聴取
を経て知事指定＋審査組織（Ｐ）



医師労働時間短縮計画策定ガイドライン（案）
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１ 趣旨

 医師の労働時間を短縮するため、医療機関において計画的に労働時間短縮に向けた取り組みが進められるよう、
計画には労働時間の削減に関する目標及び実績並びに労働時間削減に向けた取組状況を記載し、毎年自己評価

 （Ｂ）（Ｃ）水準の医療機関の指定の際に労働時間の状況等を確認するほか、評価機能が行う労働時間及びその
短縮に向けた様々な取組に対する評価をする際にも使用

 年間の時間外・休日労働時間数が960 時間を超える医師の勤務する医療機関については、計画の策定が求められ
る。具体的には、令和３年度中に係る36 協定の届出を行った医療機関のうち、年間の時間外・休日労働時間数
が960 時間を超える36 協定を締結する医療機関は、令和３年３月末までに計画を策定し、医療機関が所在する
都道府県に同年４月末までに提出する必要（その後、毎年度４月までに都道府県に提出）

 このため、今後（Ｂ）（Ｃ）指定を受ける予定のない医療機関であっても、令和２年度から令和５年度の間で、
時間外・休日労働の時間数が960 時間を超える医師が勤務する医療機関であれば、計画の策定義務対象医療機関
に含まれることに留意する必要

２ 策定義務対象医療機関（Ｐ）

2020.8.28医師の働き方改革の推進に関する検討会（第８回）資料（抜粋）

６－１ 必須記載事項

①労働時間数、②労務管理・健康管理、③意識改革・啓発、④策定プロセス

６－２ 任意記載事項

（１）タスク・シフト／シェア
①職種に関わりなく特に推進するもの ②職種毎に推進するもの（助産師、看護師、薬剤師等）
（２）医師の業務の見直し
（３）その他の勤務環境改善

７ 評価機能による評価における計画の位置付け

 （Ｂ）（Ｃ）水準の医療機関の県から指定をうける場合、評価機能による評価の受審が必要
 評価結果を踏まえ、県が指定（医療審議会や地域医療対策協議会の意見聴取）



佐賀県の令和元年度医師の労務管理に関するアンケート調査結果（抜粋）
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主な質問 回答

 タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客
観的な記録に基づき労働時間を把握している

27病院／61病院

 直近１年間の時間外労働時間数が960時間以上となっている
医師がいる

４病院／61病院

 昨年度、厚生労働省が「病院に勤務する医師の労務管理に関するアンケート調査」を実施
（調査実施期間：令和元年（2019年）７月～令和２年（2020年）３月）

 佐賀県における回答状況 61病院／101病院（回答率 60.4％）

 引き続き、出退勤管理の状況把握など、労働時間管理が適切か注意を要するのではないか

※個別の医療機関名は非公表



医師の働き方改革に関する今後の方向性

5

①（Ｃ）水準・集中的技能向上水準に該当する可能性のある医療機関
○臨床研修医や専門研修プログラムに参加する専攻医が診療を行う医療機関（（Ｃ）－１水準）
 医療機関が指定申請するに当たっては、評価機能による評価を実施
 臨床研修プログラムの想定最大労働時間数等を県が確認し、地対協の意見を聴いた上で、知事が指定
 時間外労働時間数を知事が確認し、地対協等の意見聴取の上、知事が確認

○医籍登録後６年目以降の者で先進的な手術方法など高度な技能を有する医師を育成する医療機関（（Ｃ）－２
水準）
 医療療機関の指定は高度な医学的見地から審査（審査組織）
 医師が主体的に高度特定技能育成計画を作成し医療機関へ提出

②（Ｂ）水準・地域医療確保暫定特例水準に該当する可能性のある医療機関
○地域医療の観点からやむなく長時間労働となる医療機関
例１）周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
例２）脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合

③その他法改正への対応が遅れている医療機関

 労働時間管理が適切であることが大前提
・出退勤管理、研鑽、宿日直の取扱いが適切か
・今後「副業・兼業」の場合の労働時間管理についても留意する必要

 医師労働時間短縮計画の策定は、労働時間管理が適切であることが前提であるため、下記の医療機関については
特に注意が必要が要することから、個別医療機関の労働時間管理の状況等について実情の把握を進めることとし、
個別に各病院の担当医師・職員へのヒアリングを実施したい。



救急病院等における勤務医の働き方改革への特例的な対応について
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 診療報酬や基金事業にて財源面での対応が行われており、該当の可能性
のある医療機関は積極的に活用していただきたい。
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１．救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送受入件数が年間で2000件以上であること。

２． 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。
・ 病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること
・ 多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、計画を作成すること 等

救急病院等における勤務医の働き方改革への特例的な対応について

診療報酬の対象要件のイメージ （公費ベース126億円）

１．補助の対象となる医療機関は、以下のような都道府県知事が認める医療機関を想定。
・ 救急車受入件数が1000台以上2000台未満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
・ 救急車受入件数が1000台未満のうち、
－ 夜間・休日・時間外入院件数が500件以上で、地域医療に特別な役割がある医療機関
－ 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関
・地域医療の確保に必要な医療機関であって、
－ 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
－ 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、５疾病５事
業で重要な医療を提供している場合

・ その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

２．基金の交付要件として、追加的健康確保措置に取り組み、かつ、時短計画を定めるなどを条件に交付する。

３．上記の総合的な取組に要する、ＩＣＴ等機器、休憩室整備費用、改善支援アドバイス費用、短時間勤務要員の確保経費等をパッ
ケージとして補助。

基金事業の対象要件のイメージ （公費ベース143億円）

○ 令和２年度の診療報酬改定においては、過酷な勤務環境となっている救急医療体制における重
要な機能を担う医療機関（具体的には年間救急車等受入2000台以上）について、地域医療の確保
を図る観点から評価を行うことを検討。
〇 一方、地域医療介護総合確保基金においては、診療報酬の対象とならない医療機関（Ｂ水準相
当）を対象として、地域医療に特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている医療機関につ
いて、医師の労働時間短縮のための体制整備に関する支援を行う。

金額は令和２年度予算案

中 医 協 総 － ３
２ ． １ ． ２ ９



佐賀県の地域医療体制確保加算届出状況（令和２年９月１日時点）
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 如水会今村病院、佐賀県医療センター好生館、佐賀大学医学部附属病院及び国立病院機構嬉野医療
センターについては、加算の届出済み。

○基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（令和２年３月５日付け厚生労働省保健局医療課長・歯科医療
管理官通知）（抜粋）

(２) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000 件以上であること。
(３) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、総合入院体制加算、医師事務作
業補助体制加算又は急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資
する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する
場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
① 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任
者を配置すること。

② 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。
③ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改
善に資する計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催し
ていること。

④ ③の計画は、現状の病院勤務医の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた病
院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とするとともに、定期的に評価し、見直しを行うこと。

⑤ ③の計画の作成に当たっては、次に掲げるア～キの項目を踏まえ検討した上で、必要な事項を記載すること。
ア 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容（例えば、初診時の予診の実施、静脈採血等の
実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、服薬指導など）

イ 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
ウ 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保（勤務間インターバル）
エ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮
オ 当直翌日の業務内容に対する配慮
カ 交替勤務制・複数主治医制の実施
キ 育児・介護休業法第23 条第１項、同条第３項又は同法第24 条の規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用

⑥ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
(４) (２)の救急医療に係る実績は、１月から12 月までの１年間における実績とし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年
の４月１日から翌々年の３月末日まで所定点数を算定できるものとする。



地域医療勤務環境改善体制整備事業の対象となる医療機関について（イメージ）
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年間夜間・休日・時間外入院件数

500件以上 500件未満

年
間
救
急
車
受
入
件
数

2000件以上 診療報酬（地域医療体制確保加算）による対応（※１）

1000件以上
2000件未満

基金事業による対応（※２）

1000件未満 基金事業による対応（※２） 基金事業による対応（※３）

（※１）ほかに必要な施設基準を満たし、かつ病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制をとっていることが必要。
（※２）地域医療に特別な役割がある医療機関であり、かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県知事が認めた医療機関である

ことが必要。（離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療
機関含む。）

（※３）以下のいずれかに当たり、地域医療に特別な役割がある医療機関であり、かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県知
事が認めた医療機関が対象。離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の
存在する医療機関含む。
・地域医療の確保に必要な医療機関であって、
－ 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
－ 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、５疾病５
事業で重要な医療を提供している場合

・ その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

厚労省資料を加筆修正



地域医療勤務環境改善体制整備事業の対象となる医療機関について（イメージ）
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年間夜間・休日・時間外入院件数

500件以上 500件未満

年
間
救
急
車
受
入
件
数

2000件以上

佐賀県医療センター好生館（基幹型臨床研修病院）
佐賀大学医学部附属病院（基幹型臨床研修病院）
如水会今村病院
NHO嬉野医療センター（基幹型臨床研修病院）

1000件以上
2000件未満

新武雄病院（基幹型臨床研修病院）
NHO佐賀病院（基幹型臨床研修病院）
唐津赤十字病院（基幹型臨床研修病院）
済生会唐津病院
伊万里有田共立病院

1000件未満 織田病院
白石共立病院
山元記念病院
ひらまつ病院 等

診療報酬

基金事業

 平成30年病床機能報告のデータ（7/1～6/30）をもとに分類すると以下のとおり。
 ただし、基金事業の対象は直近１月から12月までの１年間のデータに基づくものとなる予定であるため、件数
の確認が必要となるほか、医療機関の医療提供機能については精査が必要となる。

基金事業 基金事業
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基金事業による医療機関における活用について

100床の医療機関における基金事業の活用イメージ

※内訳は個々の医療機関における取組内容により異なる
※補助率は例であり、資産形成につながる場合は必ず事業主負担を設定

医師の労働時間短縮に向けた取組（勤務間インターバル設定、複数主治医制の導入、タスク・
シフティング、タスク・シェアリングの推進）の取組を進めるため、下記費用に活用する。

補助内容 内訳 金額（千円）

①
資
産
形
成

経
費

ＩＣＴ等費用
※例えば補助率９９／１００の場合

スマートフォンで電子カルテを閲覧できるシステムやＡＩ
問診システム、勤怠管理システム等の導入
※ICT機器単価×99/100＝300万円

3,000

休憩室の設備購入等の休憩環境整備費用
※例えば補助率９９／１００の場合

医師等の休憩環境の整備に要する費用
※整備費用×99/100＝100万円

1,000

②
そ
の
他
経
費

医師事務作業補助者研修費用
医師事務作業補助者研修費補助：医師事務作業補助者に必
要な研修受講料を補助

300

改善支援アドバイス費用
勤務間インターバルの導入等働きやすい環境整備のための
勤務環境改善アドバイス経費等補助

1,000

医療専門職支援人材の雇用
看護補助者等導入経費補助：看護補助者の新規採用に係る
人件費を補助

3,000

タスク・シェアリングに伴う医療専門職雇用
等に係る補助

非常勤専門職人件費
週５日２万円×50週＝500万円

5,000

合計 13,300千円

厚労省資料を修正
（未定稿）



Ｂ・Ｃ水準の指定手続等について

12

補足資料
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厚生労働省資料
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厚生労働省資料
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厚生労働省資料
一部加筆
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厚生労働省資料
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厚生労働省資料



18

厚生労働省資料
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厚生労働省資料
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厚生労働省資料
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厚生労働省資料
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厚生労働省資料
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厚生労働省資料
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厚生労働省資料
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厚生労働省資料
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厚生労働省資料


